
 1

職高発第 0201001 号 

平成１８年２月１日 

 

各都道府県労働局長 殿 

 

 

厚生労働省職業安定局長 

（公印省略） 

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第２０条の２の３第２

項第２号及び第３項第２号に規定する厚生労働大臣が定める研修に

ついて 

 

 

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則（昭和５１年労働省令第３８号）第

２０条の２の３第２項第２号及び第３項第２号に規定する厚生労働大臣が定める

研修の指定基準及び指定手続は、下記のとおりとするので、その円滑な実施につい

て、特段の御配意をお願いする。 

 

記 

 

第 1 趣旨 

 

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則（昭和５１年労働省令第３８号。

以下「施行規則」という。）第２０条の２の３第２項第２号及び第３項第２号に

規定する厚生労働大臣が定める研修（以下「職場適応援助者養成研修」という。）

の指定基準及び指定手続は次のとおりとする。 

 

 

第２ 職場適応援助者養成研修の指定基準 

 

１ 研修業務の実施体制に係る要件 

研修機関が、次の(1)から(6)までに掲げる要件すべてを満たすこと。 

(1) 職場適応援助者養成研修に係る組織体制及び責任体制 

一 法人格を有すること。 

二 職場適応援助者養成研修を適切に実施するために研修業務全般を統括

する者（以下「統括責任者」という。）を置くとともに、統括責任者のも

とに必要な組織を整備し、各組織の業務の範囲を明確にすること。 

三 職場適応援助者養成研修の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力   

を有していること等、当該研修業務について一定の水準を保ちつつ継続的

に運営する能力を有すること。具体的には、次のいずれかの実績を有する

こと（当該法人の実質的な前身ないしは母体と認められる法人又は任意団
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体が存する場合には、その経験、能力及び実績を含む）。 

① 施行規則第２０条の２の３第１項第１号に規定する第１号職場適応

援助者に係る助成金の支給対象法人として、第１号職場適応援助者によ

る援助の事業を３年間行っていること。なお、第１号職場適応援助者に

よる援助の事業を実施した期間には、平成１７年１０月１日前に、地域

障害者職業センターの行う職場適応援助者による支援事業における協

力機関として活動した期間も含まれるものとする。 

② 障害者就業・生活支援センターの運営又は職場適応援助者による援助

その他これらに類する就労支援を３年以上行っていること。 

③ 職場適応援助者による援助その他これに類する就労支援に関する研

修であって、次に掲げる全ての条件を満たす研修を３年以上毎年度実施

していること。  

・ 都道府県の圏域を超え相当程度広域的な参加者を得ていること 

・ 企業、福祉、自治体関係者等幅広い層の参加者を得ていること 

・ ２日以上のカリキュラムであること 

・ ２０人以上の受講者を得ていること 

 

(2) 施設、設備等 

職場適応援助者養成研修を滞りなく遂行するに足りる施設及び設備並び

に実習を行う事業所を確保することができると認められること。 

 

(3) 受講費用 

研修に係る受講料その他受講者の納入すべき費用（以下「受講費用」とい

う。）は、当該研修を運営するために必要な範囲内で合理的に算定した額で

あること。 

 

(4) 研修の実施計画等 

一 研修を年 1回以上、継続的に実施すること。 

二 研修に係る実施計画（日程、実施場所、規模等）を策定すること。 

三 研修日程を連続して行わない場合は、全日程が 1年以内に終了するよう

設定すること。 

 

(5) 研修情報等の周知 

一 研修に関する情報等の周知を行うこと。 

二 情報の周知に当たっては、研修を受講しようとする者が適切な研修選択

を行うことができるよう、研修内容、日程、実施場所、受講料等に関する

情報を公開すること。 

 

(6) 守秘義務 

研修の公正な実施を確保するため、研修業務に携わる者に対し、職務上知

り得た情報（研修受講者の情報等）に関する守秘義務を課すこと。 
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２ 研修内容に係る要件 

研修機関が実施する職場適応援助者養成研修の内容が、次の(1)から(6)まで

に掲げる要件すべてを満たすこと。 

 

(1) 職場適応援助者養成研修の内容 

職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させ

る研修内容とすること。 

 

(2) 研修実施方法 

一 講義、演習、事例研究及び実習（通信教育を除く。）を行うこと。 

二 演習とは、模擬的実践（実技）を行う研修をいう。 

三 実習とは、実際に職場適応援助者による援助が行なわれている事業所又

は障害者の雇用管理に関して十分な実績のある事業所において実施する

実地の研修をいう。 

 

(3) 総研修時間 

総研修時間は、４２時間以上とすること。なお、講義等の予習、レポート

作成等の課題に要する時間は、総研修時間に含めないものとすること。 

 

(4) 研修カリキュラム  

第１号職場適応援助者養成研修（施行規則第２０条の２の３第２項第２号

に規定する厚生労働大臣が定める研修をいう。以下同じ。）及び第２号職場

適応援助者養成研修（施行規則第２０条の２の３第３項第２号に規定する厚

生労働大臣が定める研修をいう。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ次に

掲げる要件を満たすこと。なお、第１号職場適応援助者養成研修及び第２号

職場適応援助者養成研修それぞれのカリキュラム科目中、その内容が相互に

共通する部分については、合同の研修を行うことができる。 

   一 第１号職場適応援助者養成研修 

     第１号職場適応援助者養成研修のカリキュラムは、別表第１「第１号職

場適応援助者養成研修モデルカリキュラム」相当以上のものとすること。 

   二 第２号職場適応援助者養成研修 

     第２号職場適応援助者養成研修のカリキュラムは、別表第２「第２号職

場適応援助者養成研修モデルカリキュラム」相当以上のものとすること。 

 

(5) 講師 

   一 講師については、別表第１「第１号職場適応援助者養成研修モデルカリ

キュラム」又は別表第２「第２号職場適応援助者養成研修モデルカリキュ

ラム」の担当する分野において、相当の学識又は実務経験を有すると認め

られるものであること。 

   二 講師については、複数人の体制をとることにより客観性を確保すること。 
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(6) 教材 

    研修の教材が、研修の内容、水準及び対象とする範囲、受講費用等に照ら

し、適正なものであること。 

 

(7) 修了基準 

   一 全てのカリキュラムを履修した受講者を研修修了者とすること。 

   二 研修の理解度及び習熟度が一定水準に達しない場合又は特定の分野に

おける理解度及び習熟度が著しく低い場合は研修を修了したこととしな

いこと。 

 

３ 研修業務の実施に関する規程の要件 

研修機関は、研修業務の適正かつ確実な実施のため、第１号職場適応援助者

養成研修及び第２号職場適応援助者養成研修の区分に応じ、次の各号に掲げる

要件を定めた研修業務の実施に関する規程（以下「研修実施規程」という。）

を作成すること。研修実施規程を作成する際は、前記１及び２に掲げる要件す

べてを満たすこと。 

一 「研修の名称」及び研修実施主体である「研修機関」を定めること。 

二 「研修実施に係る組織体制及び責任体制に関する事項」として、統括責任

者を定め、統括責任者のもとに整備した各組織の業務の範囲を定めること。   

三 「施設、設備等に関する事項」として、研修業務を行う施設及び設備並び

に実習を行う事業所の確保について定めること。 

四 「受講費用に関する事項」として、適正な受講費用を定めること。 

五 「研修の実施計画等に関する事項」として、年間の研修実施回数、時期、

場所等について定めること。 

六 「研修修了者に対する支援に関する事項」として、研修実施機関が研修修

了者に対し支援を実施する場合には、当該支援の内容について定めるととも

に、当該支援を利用する際の条件について定めること。 

七 「研修情報等の周知に関する事項」として、公開する情報の種類、周知方

法等について定めること。 

八 「研修内容に関する事項」として、研修科目、研修科目の形態、研修科目

の内容、研修科目ごとの講師及び研修科目ごとの時間数を明示したカリキュ

ラムについて定めること。 

九 「修了基準」に関する事項として、適正な修了基準を定めること。 

十 「受講資格に関する事項」として、研修受講資格を設ける場合は、その資

格について定めること。 

十一 「研修修了者名簿の作成及び管理に関する事項」として、研修修了者の

名簿の様式について定めるとともに、これに基づく名簿の作成及び管理につ

いて定めること。 

十二 「研修修了認定証書の交付に関する事項」として、研修修了者に対して

行う研修修了認定証書の交付について定めるとともに、研修修了認定証書の

再交付に係る手続きについて定めること。また、研修機関が研修修了者に対

して支援等を行うため、研修修了後に登録等を必要とする場合は、その手続
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きについて定めること。 

十三 「関係書類の保存に関する事項」として、研修実施に関する書類の保存

及びその期間について定めること。 

十四 研修業務に携わる者の守秘義務やその他必要な事項について定めるこ

と。 

  十五 その他研修の実施に関し必要な事項。 

 

 

第３ 職場適応援助者養成研修の指定手続 

 

 １ 指定希望に関する書類の提出 

(1) 研修機関が、その実施する研修について、施行規則第２０条の２の３第２

項第２号又は第３項第２号の対象として第１号職場適応援助者養成研修又

は第２号職場適応援助者養成研修の指定を希望（以下「指定希望」という。）

するときは、次の一に掲げる指定希望調書に、二に掲げる書類を添えて、厚

生労働大臣に提出すること。 

一 第１号職場適応援助者養成研修及び第２号職場適応援助者養成研修の

区分に応じ、それぞれ次に掲げる別紙様式の指定希望調書 

イ 第１号職場適応援助者養成研修 

様式第１号「第１号職場適応援助者養成研修指定希望調書」及び様式

第２号「第１号職場適応援助者養成研修指定希望調書（総括票）」 

ロ 第２号職場適応援助者養成研修 

様式第３号「第２号職場適応援助者養成研修指定希望調書」及び様式

第４号「第２号職場適応援助者養成研修指定希望調書（総括票）」） 

二 次に掲げる書類 

イ 第２の３に基づく研修実施規程 

ロ 第２の１(1)三の①から③までのいずれかに該当していることの証明

書類 

ハ 研修実施計画の策定、研修の準備及び実施、申請の手続等事務に当た

る組織を明確に示した研修運営組織図 

ニ 研修事務に当たる者の名簿（氏名、職名及び担当業務） 

ホ 受講費用が当該研修を運営するために必要な範囲内で合理的に算定

した額であることの証明書類 

ヘ 年間の研修実施計画 

ト 研修科目、研修科目の形態、研修科目の内容、研修科目ごとの講師及

び研修科目ごとの時間数を明示した研修カリキュラム（案）、並びに別

表第１又は別表第２と研修カリキュラム（案）との対応表 

チ 研修に用いる教材又は教材の案 

リ 法人登記簿謄本 

ヌ 定款若しくは寄附行為又はこれらに類する規約(以下「定款等」とい

う。) 

ル 代表者その他の役員の名簿及び経歴書 
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ヲ 講師の名簿（氏名、職名及び研修における担当分野）及び担当分野に

おける実務経験、学識等を示す経歴書 

ワ 指定を受けようとする事業年度の事業計画書及び収支予算書 

カ 指定を受けようとする事業年度の前年度の事業報告書の概要を記載

した書類及び収支決算書 

ヨ 財産目録及び財産の権利関係を証する書類 

タ その他必要な書類 

(2) 提出された書類に不備があるときは、原則として指定しないものとする。 

(3) 研修の実施体制、内容等を正確に把握するために必要な書類の提出を求め

られたときは、速やかに提出すること。 

(4) 提出された書類に事実に反する記載があることが判明したときは、原則と

して指定しないものとする。 

 

２ 指定の時期等 

(1) 研修の指定は、原則として、毎年４月１日と１０月１日（以下「指定適用

日」という。）の年２回行うものとする。ただし、平成１８年４月１日の指

定は行わず、平成１８年５月１日から平成１８年６月１日までの間に指定を

行う。 

(2) 指定希望の受付は、指定適用日の属する月の３月前の初日から末日までと

する。ただし、平成１８年５月１日から平成１８年６月１日までの間に行う

指定についての受付は、平成１８年２月１日から平成１８年３月３１日まで

とする。なお、受付開始日及び締切日が閉庁日に当たるときは、直後の開庁

日とし、受付時間は午前９時半から午後５時までとする。 

 

３ 指定に係る調査 

厚生労働大臣は、研修機関から研修の指定希望に関する書類の提出を受けた

ときは、指定基準に照らし速やかに調査を行うものとする。また、必要に応じ

て現地調査を行う。 

   

４ 厚生労働大臣の指定 

  厚生労働大臣は、指定に係る調査の結果、適合すると認められる研修を、第

１号職場適応援助者養成研修及び第２号職場適応援助者養成研修の区分に応

じて指定し、告示する。告示する事項は、研修の名称、研修機関の名称及び研

修機関の所在地とする。 

 

５ 指定の通知 

厚生労働大臣は、指定又は不指定の決定を行ったときは、当該研修機関に対

し文書により通知する。 

 

６ 指定の有効期間 

指定の有効期間は、原則として指定適用日から３年間とする。ただし、平成

１８年５月１日から平成１８年６月１日までの間に指定した場合の有効期間
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は平成２１年３月３１日までの期間とする。 

 

７ 研修実施状況等に関する書類の提出 

(1) 研修の指定を受けた研修機関は、指定の有効期間中の研修の実施状況等に

関する報告のため、指定適用日の属する年度の翌年度以降毎年度４月１日か

ら５月末日までに、次の各号に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に

提出すること。 

イ 前年度における研修の実施状況（実施日、場所、受講者数、研修修了者

数等） 

ロ 前年度に実施した研修カリキュラム（研修科目、研修科目ごとの内容、

研修科目ごとの講師、研修科目ごとの時間数を明示したもの） 

ハ 前年度に実施した研修の受講者募集パンフレット 

ニ 当該年度における研修実施計画 

(2) 研修の指定を受けた研修機関は、厚生労働大臣から研修の実施に関し必要

な資料の提出を求められたときは、厚生労働大臣に当該資料を提出すること。 

 

８ 指定内容の変更 

研修の指定を受けた研修機関は、次の各号に掲げる事項を変更するときは、

遅滞なく、その変更内容及びその理由を記載した書類を厚生労働大臣に提出す

ること。なお、下記ヘについては、原則として、変更する日の６０日前までに

提出すること。イからハまでの事項が変更された場合は、厚生労働大臣は変更

の告示を行う。 

  イ 研修の名称 

ロ 研修機関の名称 

ハ 研修機関の所在地 

ニ 定款等 

ホ 代表者 

へ 研修実施規程 

 

９ 研修の廃止 

研修の指定を受けた研修機関は、指定された研修を廃止するときは、速やか

に、廃止の時期及び理由について明記した書類(廃止届)を厚生労働大臣に提出

すること。 

   厚生労働大臣は、廃止届を受理した場合には、その旨を告示する。 

 

１０ 助成金の支給申請等に必要な事務 

研修の指定を受けた研修機関は、受講者に対し、職場適応援助者助成金の支

給給申請等に必要な研修修了認定証書の発行等の事務を行うこと。 

 

１１ 研修の広告等 

(1) 指定された研修に関する広告・宣伝を行うときは、「厚生労働省 第１号

職場適応援助者助成金（障害者雇用納付金制度に基づく助成金）対象指定研
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修」又は「厚生労働省 第２号職場適応援助者助成金（障害者雇用納付金制

度に基づく助成金）対象指定研修」と正確な表現を使用するとともに、受講

者すべてが職場適応援助者助成金の支給対象となるとの誤解を与えないよ

う支給要件について明記すること。 

(2) 募集に当たり、強引な勧誘や制度への誤解・不信を与えるような広告等は

避け、適正な広告等に努めること。 

 

１２ 指定の取消し 

厚生労働大臣は、研修の指定を受けた研修機関が次の各号に掲げる事項のい

ずれかに該当するときは、指定を取り消すものとする。 

イ 指定基準に適合しなくなったとき。 

ロ ７又は８の提出を著しく怠ったとき。 

ハ １１に反する行為があったとき。 

ニ 提出された書類に事実に反する記載があったことが判明したとき。 

   厚生労働大臣は、指定を取り消した場合には、その旨を告示する。 

 

１３ 再指定の手続 

指定を受けた研修の有効期間終了後も引き続き指定を希望するときは、新規

の指定希望の受付時期にあわせて、有効期間終了前にあらためて指定希望の手

続きを行うこと。なお、１２のロからニまでの事由により指定の取消しを受け

たものが再指定を希望するときは、当該指定の取消しの日から起算して３年を

経過しないものは指定できないものとする。 

 

 

第４ その他 

 

１ 研修機関への周知 

  研修機関の所在する各都道府県労働局職業安定部職業対策課は、研修機関に

対して、職場適応援助者による援助に係る制度及び研修指定の申請手続等につ

いて、周知に努めるものとする。 

 

２ 指定のために必要な書類 

(1) 第１号職場適応援助者援助事業実施期間証明書 

指定を受けようとする研修機関は、第２の１（１）三①に該当しているこ

との証明を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長に求める場合には、

様式第５号により行うこと。 

なお、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構における当該証明事務の担

当は、障害者助成部である。 

(2) 職場適応援助者支援実績証明書 

指定を受けようとする研修機関が、研修機関において講師とされた職場   

適応援助者の実務経験の証明（ただし、過去５年間の実績に限る。）を独立

行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長に求める場合には、様式第６号に
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より行うこと。 

また、当該証明を求めることについて、当該職場適応援助者の同意が必要

となること。 

    なお、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構における当該証明事務の担

当は、障害者助成部である。 

     

３ 研修の質の向上 

   研修機関は、支援技法の開発や障害の重度化及び多様化の動向等を踏まえ、

職場適応援助者養成研修の質の向上に努めるものとする。 
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別表第１ 第１号職場適応援助者養成研修モデルカリキュラム 
 

科目 形態 内容 講師 時間数

職業リハビリ

テーション概

論と諸制度 
【共通】 

講義 ・ 職業リハビリテーションの

概論 
・ 障害者雇用促進に関する制

度と最新動向 
・ 職業リハビリテーションの

体系と職場適応援助者による

援助の位置づけ 

職業リハビリテー

ションに関し学識

経験を有する者で

あること 

１～２

時間程

度 

第１号職場適

応援助者の職

務 
 

講義 ・ 第１号職場適応援助者の役

割と職務内容 
・ 全体の支援プロセスと支援

方法 

職場適応援助者に

よる援助に関し学

識経験を有する者

又はこれに準ずる

者であること 

３～４

時間程

度 

障害特性と職

業的課題 
【共通】 

講義 ・ 各障害（身体障害・知的障

害・精神障害・発達障害）の

障害特性、職業的課題及び支

援方法 

当該障害の特性及

び職業的課題につ

いて学識経験を有

する者であること

３～４

時間程

度 

職場における

雇用管理の理

解 
 

講義 
 

・ 事業所における障害者の雇

用管理の現状と課題 
・ 就労支援における企業のニ

ーズ 

事業所における障

害者の雇用管理に

関し実務経験を有

する者であること

１時間

程度 

ケースマネジ

メントの取り

組み 
【共通】 

講義 ・ 障害者の就労支援における

ケースマネジメントの概念及

び方法論 
・ アセスメントと計画の実際

職業リハビリテー

ションに関し学識

経験を有する者で

あること 

１～２

時間程

度 

課題分析の理

論と作業指導

の実際 
【共通】 

講義 
及び 
演習 

・ 課題分析の概念、内容、実

施方法 
・ 課題分析に基づく作業指導

の方法と作業環境へのアプロ

ーチ方法 
・ 課題分析の実際 

課題分析の理論に

精通し、作業指導

に関し３年以上の

実務経験を有する

者又はこれに準ず

る者であること 

４～６

時間程

度 

家族支援と職

業生活支援の

実際 
【共通】 

講義 ・ 家族への支援の考え方と障

害別（知的障害・精神障害等）

の効果的な家族支援の方法 
・ 職業生活を支える支援の考

え方と支援方法 

障害者の就労支援

に関し３年以上の

実務経験を有する

者又はこれに準ず

る者であること 

２時間

程度 
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科目 形態 内容 講師 時間数

職場適応援助

者による援助

の実際 

事例研究 ・ 実際の支援事例の紹介を通

じての第１号職場適応援助者

の職務及び支援技法の理解 

第１号職場適応援

助者又は第２号職

場適応援助者とし

て実施した援助の

日数の累積が２４

０日以上である者

又はこれに準ずる

者であること 

２～４

時間程

度 

支援計画、フ

ォローアップ

計画に関する

理解 
 

講義 
及び 
演習 

・ 支援計画及びフォローアッ

プ計画の意味、内容と活用方

法等 
・ 支援計画作成のためのアセ

スメント、プランニングの方

法 
・ フォローアップ計画作成の

ための状況把握 

職業リハビリテー

ション業務に精通

し、職場適応援助

者による援助に関

し学識経験を有す

る者又はこれに準

ずる者であること

２～３

時間程

度 

事業所での支

援方法の基礎

理解 

講義 
及び 
演習 

・ 事業主支援のあり方 
・ 事業所における支援の心構

えと留意事項 
・ 事業主のタイプに応じた対

応方法 
・ 具体的な支援の流れと方法

（企業との相談・調整、職場

のアセスメントと職務再設

計、事業所に対する障害特性

の説明と社内啓発、 ナチュ

ラルサポートの形成） 

４～９

時間程

度 

事業所での職

場適応援助者

による支援の

実際 

実習 ・ 事業所での支援の実際 
・ 支援の段階に応じた支援方

法 

６～７

時間程

度 

支援記録の作

成 
【共通】 

講義 
及び 
演習 

・ 支援記録の作成方法と活用

方法 

第１号職場適応援

助者又は第２号職

場適応援助者とし

て実施した援助の

日数の累積が２４

０日以上である者

又はこれに準ずる

者であること 

２～３

時間程

度 
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科目 形態 内容 講師 時間数

ケース会議 
【共通】 

演習 ・ ケース会議の目的と基本的

な流れ 
・ ケース会議への参加を通じ

ての観察・聴取事項の報告の

あり方、支援方策の考察等の

理解 

第１号職場適応援

助者又は第２号職

場適応援助者とし

て実施した援助の

日数の累積が２４

０日以上である者

又はこれに準ずる

者であること 

１～２

時間程

度 

ケーススタデ

ィ 
【共通】 

事例研究 
 

・ 様々な支援事例の検討を通

じての、具体的支援方法・技

術及び支援上の課題等の的

確な整理方法 
 

職業リハビリテー

ション業務に精通

し、職場適応援助

者による援助に関

し学識経験を有す

る者又はこれに準

ずる者であること

２時間

程度 

備考  
１ 第１欄に【共通】とある科目は、第１号職場適応援助者養成研修及び第２号職場

適応援助者養成研修において共通する科目のことを指す。 
２ 「事業所での職場適応援助者による支援の実際」については、実習を６～７時間

行うことが困難である場合は、実習を３時間行うことに加え、演習を６～７時間行

うことで代替することも可能とする。 
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別表第２ 第２号職場適応援助者養成研修モデルカリキュラム 
 

科目 形態 内容 講師 時間数

職業リハビリ

テーション概

論と諸制度 
【共通】 

講義 ・ 職業リハビリテーションの

概論 
・ 障害者雇用促進に関する制

度と最新動向 
・ 職業リハビリテーションの

体系と職場適応援助者による

援助の位置づけ 

職業リハビリテー

ションに関し学識

経験を有する者で

あること 

１～２

時間程

度 

第２号職場適

応援助者の職

務 

講義 ・ 第２号職場適応援助者の役

割と職務内容 
・ 全体の支援プロセスと支援

方法 

職場適応援助者に

よる援助に関し学

識経験を有する者

又はこれに準ずる

者であること 

３～４

時間程

度 

障害特性と職

業的課題 
【共通】 

講義 ・ 各障害（身体障害・知的障

害・精神障害・発達障害）の

障害特性、職業的課題及び支

援方法 

当該障害の特性及

び職業的課題につ

いて学識経験を有

する者であること

３～４

時間程

度 

安定した職業

生活のための

企業の役割 
 

講義 ・ 職業生活支援における事業

主の役割 
・ 家族、支援機関との連携方

法 

障害者の就労支援

に関し３年以上の

実務経験を有する

者又はこれに準ず

る者であること 

１～２

時間程

度 

ケースマネジ

メントの取り

組み 
【共通】 

講義 ・ 障害者の就労支援における

ケースマネジメントの概念及

び方法論 
・ アセスメントと計画の実際

職業リハビリテー

ションに関し学識

経験を有する者で

あること 

１～２

時間程

度 

課題分析の理

論と作業指導

の実際 
【共通】 

講義 
及び 
演習 

・ 課題分析の概念、内容、実

施方法 
・ 課題分析に基づく作業指導

の方法と作業環境へのアプロ

ーチ方法 
・ 課題分析の実際 

課題分析の理論に

精通し、作業指導

に関し３年以上の

実務経験を有する

者又はこれに準ず

る者であること 

４～６

時間程

度 

家族支援と職

業生活支援の

実際 
【共通】 

講義 ・ 家族への支援の考え方と障

害別（知的障害・精神障害等）

の効果的な家族支援の方法 
・ 職業生活を支える支援の考

え方と支援方法の理解 

障害者の就労支援

に関し３年以上の

実務経験を有する

者又はこれに準ず

る者であること 

２時間

程度 
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科目 形態 内容 講師 時間数

雇用管理の実

際と事業所内

における職場

適応援助者に

よる援助の実

際 
 

事例研究 
 

・ 事業所における障害者の雇

用管理 
・ 実際の支援事例の紹介を通

じての第２号職場適応援助者

の職務及び支援技法の理解 

第１号職場適応援

助者又は第２号職

場適応援助者とし

て実施した援助の

日数の累積が２４

０日以上である者

又はこれに準ずる

者であること 

１～４

時間程

度 

地域の社会資

源の活用 
講義 ・ 社会資源の種類（雇用・保

健福祉・教育等）と役割 
・ 職場適応援助者による援助

の効果的な実施のためのネッ

トワークの利用方法 

障害者の就労支援

に関し３年以上の

実務経験を有する

者又はこれに準ず

る者であること 

１～２

時間程

度 

事業所内調整

の方法 
講義 
及び 
演習 

・ 事業所内での調整業務の内

容、具体的な調整方法 
第１号職場適応援

助者又は第２号職

場適応援助者とし

て実施した援助の

日数の累積が２４

０日以上である者

又はこれに準ずる

者であること 

２～８

時間程

度 

支援計画の作

成 
 

講義 
及び 
演習 
 
 

・ 支援計画の意味、内容と活

用方法等 
・ 支援計画作成のためのアセ

スメント、プランニングの方

法 

職業リハビリテー

ション業務に精通

し、職場適応援助

者による援助に関

し学識経験を有す

る者又はこれに準

ずる者であること

３時間

程度 
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科目 形態 内容 講師 時間数 
事業所内での

職場適応援助

者による支援

の実際 

実習 ・ 事業所での支援の実際 
・ 支援の段階に応じた支援方

法 
 

６～７

時間程

度 

支援記録の作

成 
【共通】 

講義 
及び 
演習 

・ 支援記録の作成方法と活用

方法 

第１号職場適応援

助者又は第２号職

場適応援助者とし

て実施した援助の

日数の累積が２４

０日以上である者

又はこれに準ずる

者であること 
２時間

程度 

ケース会議 
【共通】 

演習 ・ ケース会議の目的と基本的

な流れ 
・ ケース会議への参加を通じ

ての観察・聴取事項の報告の

あり方、支援方策の考察等の

理解 

第１号職場適応援

助者又は第２号職

場適応援助者とし

て実施した援助の

日数の累積が２４

０日以上である者

又はこれに準ずる

者であること 

１～２

時間程

度 

ケーススタデ

ィ 
【共通】 

事例研究 
 

・ 様々な支援事例の検討を通

じての、具体的支援方法・技

術及び支援上の課題等の的確

な整理方法 
 

職業リハビリテー

ション業務に精通

し、職場適応援助

者による援助に関

し学識経験を有す

る者又はこれに準

ずる者であること

２～３

時間程

度 

備考  
１ 第１欄に【共通】とある科目は、第１号職場適応援助者養成研修及び第２号職場

適応援助者養成研修において共通する科目のことを指す。 
２ 「事業所内での職場適応援助者による支援の実際」については、実習を６～７時

間行うことが困難である場合は、実習を３時間行うことに加え、演習を５～６時間

行うことで代替することも可能とする。 
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様式第 1 号 

 

第１号職場適応援助者助成金（障害者雇用納付金制度に基づく助成金）対象 
第１号職場適応援助者養成研修 指定希望調書 

 
平成  年  月  日 

厚生労働大臣 殿 
 

次の研修について、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則（昭和５１年労働省令第３８号）

第２０条の２の３第２項第２号に規定する「第１号職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知

識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修」としての指定を希望します。 
 

提出者 研修機関の名称 
 
                      

代 表 者 氏 名 
(役職) 

                 印 

１ 研修の名称 
 

２ 研修機関の所在地 
 
 
 
 
 
 

（本社所在地） 

〒（    －      ） 
 
 
 
TEL      －      －             
 

〒（    －      ） 
 
TEL      －      －          

３ 主たる事業内容  

４ 規模 
 

①役員数                （    人） 
②全従業員数              （    人） 
③研修業務に関わる従業員数       （    人） 
④研修業務に関わる者のうち外部の者の人数 

     （    人） 

５ 設立年月日      年   月   日 
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様式第２号 

 

第１号職場適応援助者助成金（障害者雇用納付金制度に基づく助成金）対象 
第１号職場適応援助者養成研修 指定希望調書（総括票） 

 
平成  年  月  日 

 

 
 
 

１ 研修の名称 

（1）研修の名称  

（2）研修修了者に付与する

名称（名称を付与する

場合のみ記載） 

 

２ 研修の内容 

総研修時間    時間 

３ 受講資格（受講資格を課

す場合のみ記載） 

以下の（すべて／いずれか）を満たすこと 

 

 

 

４ 研修実施計画 

（1）実施回数 年   回 

（2）研修実施月 

  （開始月に○） 
４  ５  ６  ７  ８  ９  10  11  12  １  ２  ３ 

（3）直近の実施予定 年   月   日 ～  年  月  日 

５ 受講料 円 

６ 研修受講者の見込み数 
①１回あたり       人 

②１年あたり       人 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

作 成 者 

（事務局責任者          ） 

所属 TEL： 

FAX： 
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様式第３号 

 

第２号職場適応援助者助成金（障害者雇用納付金制度に基づく助成金）対象 
第２号職場適応援助者養成研修 指定希望調書 

 
平成  年  月  日 

厚生労働大臣 殿 
 

次の研修について、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則（昭和５１年労働省令第３８号）

第２０条の２の３第３項第２号に規定する「第２号職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知

識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修」としての指定を希望します。 
 

提出者 研修機関の名称 
 
                      

代 表 者 氏 名 
(役職) 

                 印 

１ 研修の名称 
 

２ 研修機関の所在地 
 
 
 
 
 
 

（本社所在地） 

〒（    －      ） 
 
 
 
TEL      －      －            
 

〒（    －      ） 
 
TEL      －      －          

３ 主たる事業内容  

４ 規模 
 

①役員数                （    人） 
②全従業員数              （    人） 
③研修業務に関わる従業員数       （    人） 
④研修業務に関わる者のうち外部の者の人数 

     （    人） 

５ 設立年月日       年   月   日 
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様式第４号 

 

第２号職場適応援助者助成金（障害者雇用納付金制度に基づく助成金）対象 
第２号職場適応援助者養成研修 指定希望調書（総括票） 

 
平成  年  月  日 

 
 

１ 研修の名称 

（1）研修の名称  

（2）研修修了者に付与する

名称（名称を付与する

場合のみ記載） 

 

２ 研修の内容 

総研修時間    時間 

３ 受講資格（受講資格を課

す場合のみ記載） 

以下の（すべて／いずれか）を満たすこと 

 

 

 

４ 研修実施計画 

（1）実施回数 年   回 

（2）研修実施月 

  （開始月に○） 
４  ５  ６  ７  ８  ９  10  11  12  １  ２  ３ 

（3）直近の実施予定 年   月   日～  年  月  日 

５ 受講料 円 

６ 研修受講者の見込み数 
①１回あたり       人 

②１年あたり       人 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

作 成 者 

（事務局責任者          ） 

所属 TEL： 

FAX： 
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様式第５号 
 
平成  年  月  日現在、第１号職場適応援助者に係る助成金の支給対象法人として実施して

いる第１号職場適応援助者による援助の事業の実施実績を証明願います。 
 
 平成  年  月  日 
 
                          法人名 
                          所在地 
                          代表者氏名          印 
独立行政法人 

  高齢・障害者雇用支援機構理事長 殿 
 
 

第１号職場適応援助者援助事業実施実績証明書 
 

平成  年  月  日現在、第１号職場適応援助者に係る助成金の支給対象法人として実施して

いる第１号職場適応援助者による援助の事業の実施実績は下記のとおりであることを証明します。 
 
 

記 
 

法人名                       
 

・ ３年以上の事業実績     有・無 
 

 
 
  平成  年  月  日 

     独立行政法人 
                       高齢・障害者雇用支援機構理事長 
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様式第６号 
 
平成  年  月  日現在、下記の者が職場適応援助者として実施した援助の日数の実績につい

て証明願います。 
 
                        法人名 
                        所在地 
                        代表者氏名           印 
                           
   独立行政法人 
    高齢・障害者雇用支援機構理事長 殿 
 

氏名 生年月日 
所属法人・事業所の

名称 
所在地 

職場適応援助者としての 
在籍期間 

    年  月  日 
～    年  月  日

  年  月  日 
～    年  月  日

  年  月  日 
～    年  月  日

 

  年  月  日 
～    年  月  日

 
※ 当該証明を求めることについて、同意します。 
 

                    職場適応援助者の氏名             印 
 
 
 

職場適応援助者支援実績証明書 
 

 平成  年  月  日現在、職場適応援助者として実施した援助の日数の実績は、下記のとおり

であることを証明します。 
 

記 
 

氏名               
 
・２４０日以上の支援実績  有・無 

 
 
  平成  年  月  日 

独立行政法人 
                 高齢・障害者雇用支援機構理事長 


